
  一 

   障 害 者 自 立 支 援 法 及 び 児 童 福 祉 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 

 

第 一 障 害 者 自 立 支 援 法 の 一 部 改 正 （ 第 一 条 関 係 ） 

 １ 障 害 者 等 が 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 受 け た と き に 要 す る 費 用 に 係 る 自 己 負 担 の 額 に つ い て は 、 そ の 経 済 的

負 担 の 軽 減 を 図 る た め 、 当 分 の 間 、 現 行 の 一 割 負 担 を 凍 結 し 、 障 害 者 等 又 は そ の 扶 養 義 務 者 の う ち 政 令

で 定 め る も の の 負 担 能 力 に 応 じ た も の と す る こ と 。 

 ２ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 当 分 の 間 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 円 滑 な 提 供 の 確 保 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者 に 対 し 、 財 政 上 及 び 金 融 上

の 支 援 を 行 う も の と す る こ と 。 

 

第 二 児 童 福 祉 法 の 一 部 改 正 （ 第 二 条 関 係 ） 

 １ 障 害 児 が 障 害 児 施 設 支 援 を 受 け た と き に 要 す る 費 用 に 係 る 自 己 負 担 の 額 に つ い て は 、 そ の 経 済 的 負 担

の 軽 減 を 図 る た め 、 当 分 の 間 、 現 行 の 一 割 負 担 を 凍 結 し 、 障 害 児 又 は そ の 扶 養 義 務 者 の う ち 政 令 で 定 め

る も の の 負 担 能 力 に 応 じ た も の と す る こ と 。 



 

二 

 ２ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 当 分 の 間 、 障 害 児 施 設 支 援 の 円 滑 な 提 供 の 確 保 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 指 定 知 的 障 害 児 施 設 等 の 設 置 者 に 対 し 、 財 政 上 及 び 金 融 上 の 支 援 を 行 う も の と す る こ と 。 

 

第 三 そ の 他 （ 附 則 関 係 ） 

 １ こ の 法 律 は 、 平 成 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る も の と す る こ と 。 

 ２ 所 要 の 経 過 措 置 を 定 め る も の と す る こ と 。 


